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東北にもついにろうあ者相談員の組織が誕生！ 

「東北ろうあ者相談員連絡協議会」 

の設立総会及び研修会に参加しました 
 

聴覚障がい者及び聴覚障がいに重複する障がいをもつ者、その家族や関

係者の相談に携わっていた相談員は、これまで個々で業務を行っていまし

た。全国では関東など地区別に組織化を行い、研修などを行っていた経過

があります。東日本大震災が起きた際、こころのケアをはじめとする相談

需要が高まりましたが、東北では相談員の組織がなく、全国からの支援に

支えられていました。 

震災でも相談支援の中心となった（一社）日本聴覚障害者ソーシャルワーカー協会（以降、ＳＷ

協会と略す）からの協力もあり、ついに９月２４日(土)に「東北ろうあ者相談員連絡協議会」が設

立されました。東北６県から約２０名の参加があり、当県からは相談員の小野と今野が出席しまし

た。総会だけではなく、ＳＷ協会の会長、副会長からの講話もあり、今後はこのような研修も東北

規模で行えることを嬉しく思いました。最後には参加者が２グループ

に分かれ情報交換を行い、どのような立場で相談業務を行っているか

など「へえ～」がたくさんの時間となりました。この協議会をとおし

て、相談員の資質をしっかりと向上すべく学んでいきたいと思います。 

山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例② 

前回は条例の目的などについてご紹介しました。今回は具体的な例についてご紹介いたします。 

 Q 障がいを理由とする好ましくない対応・態度って？ 

A ただ障がいがあるというだけで、サービスなどの提供を拒否したり制限したり条件を付けた

りすることを言います。例えば… 

①                   ② 

 
 

 

 

Q 障がいのある人への必要な配慮（合理的配慮）って？ 

A 障がいのない人と同じように日常生活・社会生活ができるように配慮することを言います。

聴覚障がい者の場合は… 

①                   ② 

 

 
 

皆さんいかがでしたか？このようにちょっとした配慮で皆が住みやすい地域になるのです。  

詳細は…山形県健康福祉部障がい福祉課 T：023-630-2317 F：023-630-2111 

    メール：yshogai@pref.yamagata.jp HP：http://www.pref.yamagata.jp/ 

アパート等を借りよ

うとしたが、障がい

を理由に断られた。 

スポーツクラブ等を利

用しようとしたが、障が

いを理由に断られた。 

聴覚障がい者に対し

て筆談等で対応する。 

聴覚障がい者が参加

する行事等に手話通

訳者等を付ける。 

mailto:yshogai@pref.yamagata.jp
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★お知らせ★～手話ガイドを行っています！～ 
○長野県上田市「うえだ手話ガイドの会」 

F：0268-75-4877 

メール：ueda.syuwaguide@gmail.com 

 

○山梨県富士吉田市「ふじさんミュージアム」 

 F：0555-24-4665 

メール：rekibun@city.fujiyoshida.lg.jp 

 

☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★～～～☆～～～★ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山形県聴覚障がい者情報支援センター山形市小白川町 2-3-30  T/F 023-666-7616 
HP http://y-mimi.sakura.ne.jp メール y-mimi@white.plala.or.jp  



 

編集後記 

 だんだんと冬に近づき、昼間でも寒い日が続くようになりました。当センターでは 1 ヶ月に 1 回時間外

開所を実施しています。今後の予定は 11月 6日（日）と 12 月 4 日（日）です。ぜひ遊びに来てくださ

い。また年末年始の休みがあります。（H28 年 12 月 29 日～H29 年 1 月 3 日まで）その他、HP にも

お知らせをたくさん掲載していますのでぜひ覗いてみてください。 

県手話通訳者養成講座 聴講案内 

【日時】Ｈ28 年１２月 18 日（日） 

【講義】①10 時～手話通訳の理念と仕事Ⅱ ②13 時～ことばの仕組み 

③15 時３０分～手話通訳者登録制度の概要  

【会場】山形県聴覚障がい者情報支援センター 

【締切】Ｈ28 年１２月 14 日（水） 

その他詳細については担当：吉田までＴ/Ｆ：023-666-7616 

登録通訳者・奉仕員等合同研修会 
【日時】H28 年 12 月 10 日（土）10 時 30 分～12 時 

【会場】山形県聴覚障がい者情報支援センター 

【講演】頸肩腕障害（症候群）について 

※詳しくは登録通訳者・奉仕員に通知いたします。 

その他詳細については担当：今野まで T/F:023-666-7616 

富士山に関する資料などが見られます。完全

予約制となっています。手話ガイドはふじさ

んミュージアムの館内で行います。観光案内

ではありません。 

真田氏ゆかりの地を地元のろう者がご案内

します。期間や時間に制限がありますので、

詳しくは左記までお問い合わせください。 

通訳者の現任研修会 
【日時】H28 年 12 月 10 日（土）13 時～15 時 

【会場】山形県社会福祉研修センター 

【内容】手話通訳・要約筆記に分かれて行います。 

※盲ろう者向け通訳介助員の現任研修会は、全国盲ろう者協会が開催する現任研修会への参加に代え

させて頂きました。 

※詳しくは登録通訳者・奉仕員に通知いたします。 

その他詳細については担当：今野まで T/F:023-666-7616 

mailto:ueda.syuwaguide@gmail.com

